
１．訪問看護療養費

 健康保険に関する指定訪問看護を利用されるときには、以下のとおり利用料金が発生します。

 ご自身の医療保険被保険者証に記載されている負担割合（1割、2割、又は3割）で支払額が変わります。

 健康保険の対象にならないサービスを利用される場合は、その他の利用料として所定の金額をお支払いいただきます。

 なお、以下の料金は厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場合は、以下の料金も自動的に改定されます

ので、その場合は速やかに改定後の料金を書面でお知らせします。

・７５歳以上の方 指定訪問看護に要する費用の１割

一般の方 指定訪問看護に要する費用の２割

一定以上の所得の方 指定訪問看護に要する費用の３割

・６歳（就学後）～６９歳の方

（各保険により異なる）

 受給証の種類により公費が適応となり、負担が軽減されることがあります

 精神科訪問看護基本療養費（Ⅰ）

10割負担 １割負担 ２割負担 ３割負担

30 分以上 ５，５５０円 ５５５円 １，１１０円 １，６６５円

30 分未満 ４，２５０円 ４２５円 ８５０円 １，２７５円

30 分以上 ６，５５０円 ６５５円 １，３１０円 １，９６５円

30 分未満 ５，１００円 ５１０円 １，０２０円 １，５３０円

30 分以上 ５，０５０円 ５０５円 １，０１０円 １，５１５円

30 分未満 ３，８７０円 ３８７円 ７７４円 １，１６１円

30 分以上 ６，０５０円 ６０５円 １，２１０円 １，８１５円

30 分未満 ４，７２０円 ４７２円 ９４４円 １，４１６円

30 分以上 ５，５５０円 ５５５円 １，１１０円 １，６６５円

30 分未満 ４，２５０円 ４２５円 ８５０円 １，２７５円

30 分以上 ６，５５０円 ６５５円 １，３１０円 １，９６５円

30 分未満 ５，１００円 ５１０円 １，０２０円 １，５３０円

 精神科訪問看護基本療養費（Ⅲ）同じ日に同じ建物の居住者に訪問する場合

10割負担 １割負担 ２割負担 ３割負担

2 人以下 30 分以上 ５，５５０円 ５５５円 １，１１０円 １，６６５円

週3日まで 30 分未満 ４，２５０円 ４２５円 ８５０円 １，２７５円

30 分以上 ６，５５０円 ６５５円 １，３１０円 １，９６５円

30 分未満 ５，１００円 ５１０円 １，０２０円 １，５３０円

3 人以上 30 分以上 ２，７８０円 ２７８円 ５５６円 ８３４円

週3日まで 30 分未満 ２，１３０円 ２１３円 ４２６円 ６３９円

30 分以上 ３，２８０円 ３２８円 ６５６円 ９８４円

30 分未満 ２，５５０円 ２５５円 ５１０円 ７６５円

2 人以下 30 分以上 ５，０５０円 ５０５円 １，０１０円 １，５１５円

週3日まで 30 分未満 ３，８７０円 ３８７円 ７７４円 １，１６１円

30 分以上 ６，０５０円 ６０５円 １，２１０円 １，８１５円

30 分未満 ４，７２０円 ４７２円 ９４４円 １，４１６円

3 人以上 30 分以上 ２，５３０円 ２５３円 ５０６円 ７５９円

週3日まで 30 分未満 １，９４０円 １９４円 ３８８円 ５８２円

30 分以上 ３，０３０円 ３０３円 ６０６円 ９０９円

30 分未満 ２，３６０円 ２３６円 ４７２円 ７０８円

2 人以下 30 分以上 ５，５５０円 ５５５円 １，１１０円 １，６６５円

週3日まで 30 分未満 ４，２５０円 ４２５円 ８５０円 １，２７５円

30 分以上 ６，５５０円 ６５５円 １，３１０円 １，９６５円

30 分未満 ５，１００円 ５１０円 １，０２０円 １，５３０円

3 人以上 30 分以上 ２，７８０円 ２７８円 ５５６円 ８３４円

週3日まで 30 分未満 ２，１３０円 ２１３円 ４２６円 ６３９円

30 分以上 ３，２８０円 ３２８円 ６５６円 ９８４円

30 分未満 ２，５５０円 ２５５円 ５１０円 ７６５円

精神科訪問看護基本療養費（Ⅳ）

内容

作業療法士

週4日以降

週4日以降

准看護師

ご利用料金

看護師

週4日以降

週4日以降

准看護師

指定訪問看護に要する費用の２割

現役並みの所得がある方 指定訪問看護に要する費用の３割

・７０～７４歳の方

健康保険法等による自己負担金 指定訪問看護に要する費用の３割

週３回目まで

ご利用料金

作業療法士

週３回目まで

週４日目以降

項目 内容 金額

一般の方

・６５～７４歳で一定の障害の状態にあることで認定を

受けた方

一定以上の所得の方

精神科訪問看護利用料金表 （令和６年６月１日）

訪問１回につき

内容

看護師

週３回目まで

週４日目以降

週４日目以降

週4日以降

週4日以降



10割負担 １割負担 ２割負担 ３割負担

看護師、作業療法士

10割負担 １割負担 ２割負担 ３割負担

月１４日目まで ２，６５０円 ２６５円 ５３０円 ７９５円

月１５日目以降 ２，０００円 ２００円 ４００円 ６００円

10割負担 １割負担 ２割負担 ３割負担

同一建物内２人以下 ４，５００円 ４５０円 ９００円 １，３５０円

同一建物内３人以上 ４，０００円 ４００円 ８００円 １，２００円

同一建物内２人以下 ９，０００円 ９００円 １，８００円 ２，７００円

同一建物内３人以上 ８，１００円 ８１０円 １，６２０円 ２，４３０円

同一建物内２人以下 １４，５００円 １，４５０円 ２，９００円 ４，３５０円

同一建物内３人以上 １３，０００円 １，３００円 ２，６００円 ３，９００円

同一建物内２人以下 ３，８００円 ３８０円 ７６０円 １，１４０円

同一建物内３人以上 ３，４００円 ３４０円 ６８０円 １，０２０円

同一建物内２人以下 ７，６００円 ７６０円 １，５２０円 ２，２８０円

同一建物内３人以上 ６，８００円 ６８０円 １，３６０円 ２，０４０円

同一建物内２人以下 １２，４００円 １，２４０円 ２，４８０円 ３，７２０円

同一建物内 3 人以上 １１，２００円 １，１２０円 ２，２４０円 ３，３６０円

夜間：午後６時～午後１０時

早朝：午前６時～午前８時

深夜訪問看護加算 午後１０時～早朝６時 ４，２００円 ４２０円 ８４０円 １，２６０円

10割負担 １割負担 ２割負担 ３割負担

月の初日 ７，４４０円 ７４４円 １，４８８円 ２，２３２円

３，０００円 ３００円 ６００円 ９００円

10割負担 １割負担 ２割負担 ３割負担

２，５００円 ２５０円 ５００円 ７５０円

５，０００円 ５００円 １，０００円 １，５００円

訪問看護情報提供療養費 １，５００円 １５０円 ３００円 ４５０円

退院時共同指導加算

訪問看護医療DX情報活用加算 ５０円 ５円 １０円 １５円

訪問看護ベースアップ評価料（Ⅰ） ７８０円 ７８円 １５６円 ２３４円

夜間・早朝訪問看護加算

精神科基本療養費Ⅰ及びⅢに加算されるもの

訪問１日につき加算されるもの

看護師と

看護師または作業療法士

１日 1 回訪問

１日２回訪問

１日３回以上訪問

入院中の外泊時に訪問する場合 入院中１

回に限り算定
８５０円

内容
ご利用料金

８，５００円

内容
ご利用料金

ご利用料金訪問１日につき加算されるもの

精神科緊急訪問看護加算 看護師

５，２００円

内容
ご利用料金

１，７００円 ２，５５０円（厚生労働大臣が定める疾病等にお

いては２回）

複数名精神科訪問看護加算（３０分未満を除く）

４２０円 ６３０円

週１日につき加算されるもの

⾧時間精神科訪問看護加算

１回の訪問看護の時間が９０分を超える場

合週１日を限度 （別に厚生労働大臣が定

める場合には週３日）

５２０円 １，０４０円 １，５６０円

２１０円２，１００円

８，０００円

特別管理加算 厚生労働大臣が定める状態にある場合

入院・入所中に主治医と連携し在宅療養に

ついて指導を行った場合
８００円 １，６００円

常時電話相談等対応、必要に応じた緊急時

訪問看護を行う場合
６８０円 １，３６０円 ２，０４０円

内容
ご利用料金

６，８００円

看護師と准看護師

１日 1 回訪問

１日２回訪問

１日３回以上訪問

２，４００円厚生労働大臣が定める疾病等の利用

者は２回

訪問看護管理療養費１

訪問看護管理療養費に加算されるもの

月に１回加算されるもの

２４時間対応体制加算

２．０００円

２５，０００円

訪問看護ターミナルケア療養費 2 特別養護老人ホーム等において １，０００円１０，０００円

特別管理指導加算
退院時共同指導加算を算定し厚生労働大臣

が定める疾病の利用者
２００円 ４００円 ６００円２，０００円

退院支援指導加算
退院日、在宅での療養上必要な指導を行っ

た場合
６００円 １，２００円 １，８００円６，０００円

在宅患者緊急時等カンファレンス加

算

治療方針の変更等に伴い主治医主催による

カンファレンス実施時 1 回あたり （月 2

回まで）

２００円 ４００円 ６００円

訪問看護ターミナルケア療養費1 在宅において ２，５００円 ５，０００円 ７，５００円

２，０００円 ３，０００円

月の２日目以降（１日につき）



２．その他の利用料 （指定訪問看護にかかる費用に含まれない額）

保険給付の範囲を超えたサービス利用は全額自己負担になります。

項目

時間外利用

夜間：午後６時～午後１０時 １時間まで 2，１００円

早朝：午前６時～午前８時まで １時間まで 2，１００円

深夜加算 午後１０時から午前６時まで １時間まで４，２００円

休日利用料 休業日 １時間まで１，０００円

交通費 通常の事業実地地域を越える場合 １kmにつき５０円

そ の 他 の 利 用 料 実費相当額日常生活上必要な物品の使用に係わる利用料金

訪問看護に連続して行われる処置に係わる利用料金 １０，０００円

内容 金額

キャンセル料 サービス実施日の前営業日の午後5時までに連絡がない場合 基本利用料金の半額

⾧ 時 間 利 用 料 ２時間を超えて訪問看護を提供する場合 基本利用料に加算する利用料金 ３０分ごとに５００円

基本利用料金に加算する利用料金

夜間、早朝加算

永眠時のケア


